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デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行
に伴う関係条例の整理に関する条例

条 例
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42 三重県安心こども基金条例の一部を改正する条例 ( 少 子 化 対 策 課 ) 4

43 三重の木づかい条例の一部を改正する条例 (森林・林業経営課) 5

 

公布された条例のあらまし 

 

◎ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例（条例第 41号） 

1  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴い、関係条例の規定を整

理することとしました。 

 2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県安心こども基金条例の一部を改正する条例（条例第 42号） 

1  三重県安心こども基金の設置の目的を達成するための一部の事業の実施期限の延長に鑑み、条例の有

効期限等についての規定を整備することとしました。 

 2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◎ 三重の木づかい条例の一部を改正する条例（条例第 43号） 

1  公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部改正に伴い、規定を整理することとしま

した。 

2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

 

 

 

 

 

条 例 
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デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 等 の 施 行

に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 三 年 十 一 月 五 日  

三 重 県 知 事   一  見  勝  之    

三 重 県 条 例 第 四 十 一 号  

デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 等 の 施 行 に 伴 う 関

係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例  

 

（ 三 重 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  三 重 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 訂 正 請 求 に 対 す る 措 置 ）  

第 三 十 三 条  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  

５  実 施 機 関 は 、 第 一 項 の 決 定 が 情 報 提 供 等

記 録 の 訂 正 で あ る 場 合 に お い て 、 必 要 が あ

る と 認 め る と き は 、 内 閣 総 理 大 臣 及 び 番 号

法 第 十 九 条 第 八 号 に 規 定 す る 情 報 照 会 者

若 し く は 情 報 提 供 者 又 は 同 条 第 九 号 に 規

定 す る 条 例 事 務 関 係 情 報 照 会 者 若 し く は

条 例 事 務 関 係 情 報 提 供 者 （ 当 該 訂 正 に 係 る

番 号 法 第 二 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 （ こ れ

ら の 規 定 を 番 号 法 第 二 十 六 条 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 記 録 に 記

録 さ れ た 者 で あ っ て 、 当 該 実 施 機 関 以 外 の

も の に 限 る 。 ） に 対 し 、 訂 正 の 内 容 を 通 知

し な け れ ば な ら な い 。  

（ 訂 正 請 求 に 対 す る 措 置 ）  

第 三 十 三 条  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  

５  実 施 機 関 は 、 第 一 項 の 決 定 が 情 報 提 供 等

記 録 の 訂 正 で あ る 場 合 に お い て 、 必 要 が あ

る と 認 め る と き は 、 総 務 大 臣 及 び 番 号 法 第

十 九 条 第 七 号 に 規 定 す る 情 報 照 会 者 若 し

く は 情 報 提 供 者 又 は 同 条 第 八 号 に 規 定 す

る 条 例 事 務 関 係 情 報 照 会 者 若 し く は 条 例

事 務 関 係 情 報 提 供 者 （ 当 該 訂 正 に 係 る 番 号

法 第 二 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 （ こ れ ら の

規 定 を 番 号 法 第 二 十 六 条 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 記 録 に 記 録 さ

れ た 者 で あ っ て 、 当 該 実 施 機 関 以 外 の も の

に 限 る 。 ） に 対 し 、 訂 正 の 内 容 を 通 知 し な

け れ ば な ら な い 。  

（ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く

個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ

く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 三 重 県 条 例 第 四

十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 趣 旨 ）  （ 趣 旨 ）  

令和3年11月5日 三　重　県　公　報 号　　外
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第 一 条  こ の 条 例 は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定

の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に

関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 二 十 七

号 。 以 下 「 番 号 法 」 と い う 。 ） 第 九 条 第 二

項 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 番 号 法 第

十 九 条 第 十 一 号 に 基 づ く 特 定 個 人 情 報 の

提 供 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。  

第 一 条  こ の 条 例 は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定

の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に

関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 二 十 七

号 。 以 下 「 番 号 法 」 と い う 。 ） 第 九 条 第 二

項 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 番 号 法 第

十 九 条 第 十 号 に 基 づ く 特 定 個 人 情 報 の 提

供 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

（ 特 定 個 人 情 報 の 提 供 ）  （ 特 定 個 人 情 報 の 提 供 ）  

第 五 条  番 号 法 第 十 九 条 第 十 一 号 の 規 定 に

よ る 条 例 で 定 め る 特 定 個 人 情 報 を 提 供 す

る こ と が で き る 場 合 は 、 別 表 第 三 の 第 一 欄

に 掲 げ る 機 関 が 、 同 表 の 第 三 欄 に 掲 げ る 機

関 に 対 し 、 同 表 の 第 二 欄 に 掲 げ る 事 務 を 処

理 す る た め に 必 要 な 同 表 の 第 四 欄 に 掲 げ

る 特 定 個 人 情 報 の 提 供 を 求 め た 場 合 に お

い て 、 同 表 の 第 三 欄 に 掲 げ る 機 関 が 当 該 特

定 個 人 情 報 を 提 供 す る と き と す る 。  

第 五 条  番 号 法 第 十 九 条 第 十 号 の 規 定 に よ

る 条 例 で 定 め る 特 定 個 人 情 報 を 提 供 す る

こ と が で き る 場 合 は 、 別 表 第 三 の 第 一 欄 に

掲 げ る 機 関 が 、 同 表 の 第 三 欄 に 掲 げ る 機 関

に 対 し 、 同 表 の 第 二 欄 に 掲 げ る 事 務 を 処 理

す る た め に 必 要 な 同 表 の 第 四 欄 に 掲 げ る

特 定 個 人 情 報 の 提 供 を 求 め た 場 合 に お い

て 、 同 表 の 第 三 欄 に 掲 げ る 機 関 が 当 該 特 定

個 人 情 報 を 提 供 す る と き と す る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

令和3年11月5日 三　重　県　公　報 号　　外
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三 重 県 安 心 こ ど も 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 十 一 月 五 日  

三 重 県 知 事   一  見  勝  之    

三 重 県 条 例 第 四 十 二 号  

三 重 県 安 心 こ ど も 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

三 重 県 安 心 こ ど も 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 三 重 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

附  則  附  則  

１  （ 略 ）  １  （ 略 ）  

（ 条 例 の 効 力 ）  （ 条 例 の 効 力 ）  

２  こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 限

り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 こ の 場 合 に お い て 、

基 金 に 残 余 財 産 が あ る と き は 、 当 該 残 余 財

産 の 額 に 相 当 す る 金 額 を 予 算 に 計 上 し て 、

国 庫 に 納 付 す る も の と す る 。  

２  こ の 条 例 は 、 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 限

り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 こ の 場 合 に お い て 、

基 金 に 残 余 財 産 が あ る と き は 、 当 該 残 余 財

産 の 額 に 相 当 す る 金 額 を 予 算 に 計 上 し て 、

国 庫 に 納 付 す る も の と す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  （ 経 過 措 置 ）  

３  前 項 前 段 に 規 定 す る 期 限 ま で に 実 施 さ

れ た 基 金 の 設 置 の 目 的 を 達 成 す る た め の

事 業 に 係 る 精 算 に つ い て は 、 こ の 条 例 の 規

定 は 、 令 和 七 年 六 月 三 十 日 （ 同 日 ま で に 当

該 精 算 が 完 了 し た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 精

算 が 完 了 し た 日 ） ま で の 間 は 、 な お そ の 効

力 を 有 す る 。  

３  前 項 前 段 に 規 定 す る 期 限 ま で に 実 施 さ

れ た 基 金 の 設 置 の 目 的 を 達 成 す る た め の

事 業 に 係 る 精 算 に つ い て は 、 こ の 条 例 の 規

定 は 、 令 和 六 年 六 月 三 十 日 （ 同 日 ま で に 当

該 精 算 が 完 了 し た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 精

算 が 完 了 し た 日 ） ま で の 間 は 、 な お そ の 効

力 を 有 す る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

令和3年11月5日 三　重　県　公　報 号　　外
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 三 重 の 木 づ か い 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 三 年 十 一 月 五 日  

                      三 重 県 知 事   一  見  勝  之  

三 重 県 条 例 第 四 十 三 号  

   三 重 の 木 づ か い 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 三 重 の 木 づ か い 条 例 （ 令 和 三 年 三 重 県 条 例 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 定 義 ）  （ 定 義 ）  

第 二 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め

る と こ ろ に よ る 。  
第 二 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め

る と こ ろ に よ る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

三  森 林 の 有 す る 多 面 的 機 能  森 林 の 有

す る 県 土 の 保 全 、 水 源 の 涵
か ん

養 、 自 然 環 境

の 保 全 、 公 衆 の 保 健 、 地 球 温 暖 化 の 防 止 、

林 産 物 の 供 給 等 の 多 面 に わ た る 機 能 を

い う 。  

三  森 林 の 有 す る 多 面 的 機 能  森 林 の 有

す る 県 土 の 保 全 、 水 源 の か ん 養 、 自 然 環

境 の 保 全 、 公 衆 の 保 健 、 地 球 温 暖 化 の 防

止 、 林 産 物 の 供 給 等 の 多 面 に わ た る 機 能

を い う 。  

四  公 共 建 築 物  脱 炭 素 社 会 の 実 現 に 資

す る 等 の た め の 建 築 物 等 に お け る 木 材

の 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 二

年 法 律 第 三 十 六 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定

す る 公 共 建 築 物 を い う 。  

四  公 共 建 築 物  公 共 建 築 物 等 に お け る

木 材 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二

十 二 年 法 律 第 三 十 六 号 。 以 下 「 公 共 建 築

物 等 木 材 利 用 促 進 法 」 と い う 。 ） 第 二 条

第 一 項 に 規 定 す る 公 共 建 築 物 を い う 。  

五 ～ 九  （ 略 ）  五 ～ 九  （ 略 ）  

（ 県 と 市 町 と の 協 働 ）  （ 県 と 市 町 と の 協 働 ）  

第 十 一 条  県 は 、 市 町 が 木 材 利 用 の 推 進 に 重

要 な 役 割 を 有 し て い る こ と に 鑑 み 、 基 本 理

念 を 踏 ま え つ つ 、 県 と と も に 脱 炭 素 社 会 の

実 現 に 資 す る 等 の た め の 建 築 物 等 に お け

る 木 材 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 五 条

に 規 定 す る 責 務 を 十 全 に 果 た す こ と が で

き る よ う 、 市 町 に 対 し 、 そ の 地 域 の 特 性 に

応 じ 、 県 と 協 働 し て 、 木 材 利 用 の 推 進 に 関

す る 施 策 を 策 定 し 、 及 び 実 施 す る と と も

に 、 そ の 整 備 す る 公 共 建 築 物 等 に お い て 木

材 利 用 に 積 極 的 に 努 め る こ と を 求 め る も

の と す る 。  

第 十 一 条  県 は 、 市 町 が 木 材 利 用 の 推 進 に 重

要 な 役 割 を 有 し て い る こ と に 鑑 み 、 基 本 理

念 を 踏 ま え つ つ 、 県 と と も に 公 共 建 築 物 等

木 材 利 用 促 進 法 第 四 条 に 規 定 す る 責 務 を

十 全 に 果 た す こ と が で き る よ う 、 市 町 に 対

し 、 そ の 地 域 の 特 性 に 応 じ 、 県 と 協 働 し て 、

木 材 利 用 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 策 定 し 、 及

び 実 施 す る と と も に 、 そ の 整 備 す る 公 共 建

築 物 等 に お い て 木 材 利 用 に 積 極 的 に 努 め

る こ と を 求 め る も の と す る 。  
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２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  
第 十 二 条  知 事 は 、 木 材 利 用 の 推 進 に 関 す る

施 策 の 総 合 的 か つ 計 画 的 な 推 進 を 図 る た

め 、 木 材 利 用 方 針 を 定 め る も の と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 木 材 利 用 方 針 は 、 脱 炭 素

社 会 の 実 現 に 資 す る 等 の た め の 建 築 物 等

に お け る 木 材 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律

第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 県 の 区 域 内 の

建 築 物 に お け る 木 材 の 利 用 の 促 進 に 関 す

る 方 針 と し て 定 め る も の と す る 。  

第 十 二 条  知 事 は 、 木 材 利 用 の 推 進 に 関 す る

施 策 の 総 合 的 か つ 計 画 的 な 推 進 を 図 る た

め 、 木 材 利 用 方 針 を 定 め る も の と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 木 材 利 用 方 針 は 、 公 共 建

築 物 等 木 材 利 用 促 進 法 第 八 条 第 一 項 に 規

定 す る 県 の 区 域 内 の 公 共 建 築 物 に お け る

木 材 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 方 針 と し て 定

め る も の と す る 。  

２  前 項 の 木 材 利 用 方 針 （ 以 下 単 に 「 木 材 利

用 方 針 」 と い う 。 ） に お い て は 、 脱 炭 素 社

会 の 実 現 に 資 す る 等 の た め の 建 築 物 等 に

お け る 木 材 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 第

十 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 事 項 の ほ か 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

２  前 項 の 木 材 利 用 方 針 （ 以 下 単 に 「 木 材 利

用 方 針 」 と い う 。 ） に お い て は 、 公 共 建 築

物 等 木 材 利 用 促 進 法 第 八 条 第 二 項 に 規 定

す る 事 項 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 定 め る

も の と す る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

４  木 材 利 用 方 針 に お い て 定 め る 脱 炭 素 社

会 の 実 現 に 資 す る 等 の た め の 建 築 物 等 に

お け る 木 材 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 第

十 一 条 第 二 項 第 二 号 の 目 標 に つ い て は 、 定

量 的 に 定 め る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

４  木 材 利 用 方 針 に お い て 定 め る 公 共 建 築

物 等 木 材 利 用 促 進 法 第 八 条 第 二 項 第 二 号

の 目 標 に つ い て は 、 定 量 的 に 定 め る よ う 努

め な け れ ば な ら な い 。  

５ ・ ６  （ 略 ）  ５ ・ ６  （ 略 ）  

   附  則  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 際 、 現 に こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 三 重 の 木 づ か い 条 例 第 十 二 条 第 一

項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ て い る 木 材 利 用 方 針 は 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 三 重 の 木 づ か

い 条 例 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 木 材 利 用 方 針 と み な す 。  
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